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１ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及

び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み（法第８条第２

項第４号）：分別収集計画から抜粋 

単位：トン 

引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量

542 550 558 566 574

引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量

413 419 425 431 437

引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量

161 108 163 109 166 111 169 112 170 114

引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量

572 580 589 597 606

引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量

600 634 668 702 736

引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量 引渡し量 独自処理量

3,098 3,253 3,415
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82

スチール製容器

アルミ製容器

ガラス製容器

無色

茶色

その他

合計

合計 合計 合計

597 606
合計 合計

413 419

ペットボトル

紙製容器包装

合計 合計

段ボール

飲料用紙製容器

合計 合計

合計

合計 合計

合計

70

合計

合計 合計

20年度 21年度 22年度

合計

558550542

合計 合計

23年度 24年度

574566
合計

86

425 431 437

269 272 277 281 284
合計合計 合計

プラスチック製容器包装

67 68 69

572 580 589

600 634 668

71

1,751 1,873 1,995 2,118 2,240

702 736
合計

3,415
合計 合計 合計

3,098 3,253
合計合計

※ 特定分別基準適合物等の量及び法第２条第６項に規定する主務省令で定める物の

量の見込みは、平成 18 年度の分別適合物等の収集実績と春日井市ごみ処理基本計画

を踏まえて算定した。（算定当時は、モデル地区における実施を考慮していない。） 
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２ 分別基準適合の評価項目（抜粋） 

   特定事業者への引渡しの際にＤランクがあった場合、引取りを拒否される場合がある。 

Ａランクを目指すため、排出の段階で不適物を除くことが望ましい。 

 

評価項目 ランク 判定基準 結果への対応 

ア ベールの汚れ・破袋度 

Ａランク 合計点が８点以上 品質の維持 

Ｂランク 合計点が６点 品質の向上 

Ｄランク 合計点が６点未満 改善計画の立案 

イ 容器包装比率 

Ａランク ９０％以上 品質の維持 

Ｂランク ８５％以上９０％未満 品質の向上 

Ｄランク ８５％未満 次回もＤなら引取不可 

ウ 禁忌品の混入 
Ａランク なし 品質の維持 

Ｄランク いずれかある 改善、品質調査 
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 ３ 市町村への資金拠出制度について 

（容器包装リサイクル協会の資料から抜粋） 
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